
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南大沢憲法9 条の会 

連絡先●TelFax. 042-674-7950 片倉 

     ●電子メール minamioosawa9jou@mac.com 

憲 法 学 習 会

日時・会場 
3月29日(土) 午後1時半～3時半

南大沢生涯学習センター・視聴覚室 
（旧・公民館） 
資料代 300 円 

内 容 

「戦後ドイツの経験は日本のモデ
ルになり得るのか？」 
 

講師：シュテファン・ゼーベルさん
(別所在住・東京大学大学院） 

戦後ドイツはヨーロッパの和解と平和に大いに貢献してきた

一方、近年はドイツの軍隊派遣の機会が増加し、ドイツは武力行

使が当然といった「普通の国」への道を歩みつつある。 

学習会では日本がドイツの経験をどこまで参考にできるのか

を議論したい。 

【講演は日本語でおこなわれます】 

第 4 回 

どなたでも自由に参加できます 


